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一つでも基準を満たさない車を運転すると、

無免許運転
３年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点 25点（取消処分相当）

となります。
運転を指示した場合も刑事罰や行政処分の対象となります。

普通免許（平成29年３月12日以降取得）しかない

のに、準中型車両を運転して検挙されるケースが

多く発生しています。

運転する人はもちろん、運転させる管理者等も

運転できる車かどうかをしっかり確認しましょう！！
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